










なることで患者および家族の社会的不利益とならないように留意する．
　7）患者が診断・治療を受けた他の施設名等

既に他施設などで診断・治療を受けている場合，学術的に不可欠である場合を除いては，その施設名
ならびに所在地を記載しない．

　8）皮疹・皮膚画像写真
顔写真を使用する場合には，内眼角から外眼角，上眼瞼から下眼瞼の睫毛で囲まれる範囲を完全に隠
す．なお，眼瞼，眼瞼周囲，あるいは眼球の写真を使用する必要がある場合は，学術的に不可欠な部
分に限った拡大写真とする．その場合は，1 枚の写真で同時に両眼を含まないようにし，発表内で提
示される一連の写真の組み合わせ（例：顔写真（目隠しあり）と眼部の拡大写真の組み合わせなど）
によって個人を特定できないようにする．
衣服・アクセサリー・刺青などの個人を特定できる可能性のある情報や，撮影地域・場所を特定でき
る可能性のある背景情報が映り込まないようにする．但し，服飾・アクセサリー・刺青などの情報が
学術的に不可欠な場合は，この限りでない．
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＊  上記を含めた日本皮膚科学会　学会発表・講演におけるプライバシー保護指針の詳細については，日本
皮膚科学会ホームページを参照すること
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